
･ 軌 特 定 さF 善 事u 活 ■由 法 人 / 熱､

濁堵 素 頑野 市 展 ネ で

汐牒トく藍 一恵螢誅 環

講 演 会 の ご 案 内

もう悪質事業者の虚偽 ･ 誇大な広告 ･ 表示に騙されない ｡

賢く使おう改正景品表示法

～ 消費者の武器 ･ 改正景品表示法をマ スタ ー しよう ～

不 当な広告 ･ 表示か ら消費者の利益 を保護するための 法律が ｢ 景品表示法 ( 不 当景品類及び不 当

表示防止法) ｣ です｡ 私た ちの暮らしの 中で ､ 景品表示韓によっ て どんな利益が守られ ､ 消費者被

害の予 防救済の ため に どの よう に活用 で きるのカ
.

､ な どを､ 具体例に よっ て 学習するセ ミナ ー を企画

しました ｡ 是非 ､ 多くの 皆様が ご参加 ください ますよう ､ ご案内申し上げます?

○景品表示法の 概要 新た に導入された ｢課徴金制度 と自主返金｣ とは ?

○景品表示 法の 具体例を学ぶ

･

商品の 原産国の 虚偽表示 ､ 雑誌懸賞の賞品当選者数の水増し ､ 薬効を謳う健康食品広告 ､

｢希望小売価格0 0 円の半額｣ の 二 重価格表示等｡

･ 虫除け剤広告どこが問題にな っ た ? ｢ おとり広告｣ っ て 何 ?

･ 例えば､ 自動車燃費偽装事件や美容医療広告な どで 考えて みる _

○適格消費者団体は何が でき るか (差止請求､ 集団的消費者被害救済訴訟)

記

◇
~

日 時 ′: 201 6 年10 月 22 日 ( 土)
-
15 : 00 ～ 1 7 : 00

◇場 所 : 仙台弁護士会館 4 曙ホ
ー ル

仙台市青葉区
一

番町 2 丁目 9
-1 8

◇講 師 : 宮城 朗 氏
弁護士 ､ 日弁連消費者間選 対策委員､

消費者機構日本 理事

◇参 加. 費 : 無料
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◇参 加 申込 ･ ; 裏面用紙に必要事項記載の 上 ､ 申込ください
＼
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< 主 催> 特定非営利活動法人 消費者市民ネ ッ トとうほく

≪問い合わせ先≫ 特定非営利活動法人消費者市民ネッ トとうほく事務局

〒98 1 - 09 33 仙台市青葉区柏木 卜2
- 40 ブライ トシテ ィ 柏木 7 02

T EL : 02 2 - 72 7 - 912 3 FA X
■
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-

74 77

E
-

m ai [ : Sh i mi n n e 卜t o h o k u @ t ri t o n . o c n . n e . j p



F A X O 2 2 - 7 3 9 - 7 4 7 7 N P O 法人消費者市民ネットとうほく事務局

1 0 月 2 2 日講演会 参 加 申 込 用 紙

※○で囲む

個 人

団 体

団体名 ′

連絡先 T E L F A X

参加者名

記載いただいた個人情報は当講演会の連絡にの み使用 します

仙台弁護士会館 宮城県仙台市青葉区 一 番町 2 丁 目9 番1 8 号

【お聞合せ ■ 申込み】 N P O 法人消費者市民ネットとうほく事務局

〒9 8 1 - 0 9 3 3 イ山台市青葉区相木1 - 2 - 4 0

ブライトシティ柏木7 0 2

T E L O 22 - 7 2 7 - 9 1 2 3 F A X O 2 2 - 7 3 9 - 7 4 7 7

E -

m ail s hi m i n n e t -t O h o k u @ trit o n . o c n . n e .jp




